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運 免 第 1 4 5 号

（ 生 保 ）

令 和 ４ 年 ５ 月 1 2 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

銃砲刀剣類所持等取締法における認知機能検査等の結果の取扱い等に関する運用上

の留意事項について

銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類（以下「銃砲等又は刀剣類」という。）の所持許可

又はその更新を受けようとする者で、申請書を提出した日（所持許可の更新を受けようと

する場合には、有効期間が満了する日）における年齢が75歳以上のものは、認知機能検査

を受けなければならないこととされている（銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６

号。以下「銃刀法」という。）第４条の３第１項）。また、その結果が一定の基準に該当す

る場合には、青森県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、その者に対し、認知

症であるかどうかについての医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命

ずることができるとされている（同条第２項）。認知症は、運転免許（以下「免許」とい

う。）と銃砲等又は刀剣類の所持許可とに共通する取消し等事由となっている（道路交通

法（昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。）第103条第１項第１号の２、銃刀法

第11条第１項第３号）ことから、道交法第102条第１項から第４項までの規定による臨時

適性検査の結果等に基づく行政処分及び銃刀法第４条の３第２項又は第12条の３の規定に

よる受診等命令（以下「受診等命令」という。）による診断結果に基づく行政処分で、認

知症に係るものについては、交通部門と生活安全部門との間で緊密に情報を共有し、認知

症と診断された者に係る免許及び銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し等（いわゆる自主

返納及び申請により求められた許可等を拒否する処分を含む。以下同じ。）の行政処分が、

一の公安委員会内において齟齬なく行われているところである。

令和４年５月13日から施行される道路交通法の一部を改正する法律（令和２年法律第42

号。以下「改正法」という。）により、運転免許取得者等検査の認定制度が新設されたと

ころ、改正法と同日に施行される銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣

府令（令和４年内閣府令第34号）による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和

33年総理府令第16号）第16条第２項の規定によって、これまでの認知機能検査の結果に加

え、改正法による改正後の道交法第108条の32の３第１項第３号イに掲げる基準に適合す

る同項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査（以下「認定認知機能検査」

という。）の結果についても、銃刀法上の認知機能検査の結果として利用することができ

ることとされたこと等を踏まえ、本取扱いについては、令和４年５月13日から下記のとお

り運用することとするので、事務処理上誤りのないようにされたい。



なお、「銃砲刀剣類所持等取締法における認知機能検査の結果の取扱い等に関する運用

上の留意事項について」（平成29年３月３日付け青警本運免第1319号・青警本保第1091号）

は、令和４年５月13日をもって廃止する。

記

１ 道交法上の認知機能検査等の結果の取扱い

銃砲等又は刀剣類の所持許可又はその更新を受けようとする者が、銃刀法上の認知機

能検査の結果として、道交法上の認知機能検査又は認定認知機能検査（以下「認知機能

検査等」という。）の結果を利用する場合には、その申請時に、認知機能検査結果通知

書（青森県道路交通規則（平成10年青森県公安委員会規則第７号）別記様式第20号の３

又は認定認知機能検査結果通知書（「運転免許取得者等検査（認知機能検査同等方法）

の運用について」（令和４年４月28日付け運免第96号）別記様式第４号。以下「結果通

知書等」という。）を提示させること。

当該結果通知書等を提示させた際は、同通知書等の内容が、銃砲刀剣類所持等取締法

施行規則第16条第２項第１号又は第２号に規定する期間内（新規の所持許可申請にあっ

ては当該許可に係る銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許

可申請書を提出した日以後、許可の更新申請にあっては当該許可の有効期間が満了する

日の５月前から１月前までの間）に受検されたものであるかどうかを確認するとともに、

必要に応じて、別記様式１により運転免許課長に照会するものとする。

上記照会を受理した運転免許課長は、回答書に必要な事項を記入し、速やかに回答す

ること（回答書の記載例については、別添参照のこと。）。

この際、当該者が道交法上の認知機能検査等を複数回受検していた場合には、最も新

しい日時の検査結果を回答するものとする。

２ 認知症に係る行政処分結果の通報等

臨時適性検査の結果により、又は受診等命令による医師の診断で、認知症と判断され

た者に対して、免許又は銃砲等若しくは刀剣類の所持許可の取消し等の行政処分を行っ

た場合には、当該処分結果を相互に通報し、他部門においても当該診断結果に基づいて

取消し等の行政処分を行うこととしており、診断書提出命令（改正法による改正後の道

交法第102条第１項から第４項までの規定による診断書の提出命令をいう。以下同じ。）

に基づく診断書の提出により、認知症と判断された者に対して、免許の取消し等の行政

処分を行った場合についても同様に取り扱うこととするので、次のとおり対応すること。

(1) 臨時適性検査の結果等に基づき免許の取消し等を行った場合

運転免許課長は、臨時適性検査の結果又は診断書提出命令により提出された診断書

により認知症と診断され、免許の取消し等を行った場合には、当該処分の結果につい

て、別記様式２に関係書類を添付の上、速やかに生活保安課長に通報すること。

この場合、当該処分を受けた者が銃砲等又は刀剣類の所持許可を受けている場合に

は、当該診断結果に基づいて銃砲等又は刀剣類の所持許可を取消すこと。

なお、交通部門からは、医師（改正法第102条第４項に規定する医師をいう。以下

同じ。）の診断書により認知症であると診断され、運転免許の取消し等を行った旨の

通報がなされるが、当該医師が主治医であって、認知症の専門医でない場合は、銃刀

法上の受診等命令により専門医の診断を受けさせること。その結果、当該専門医の診

断が認知症ではないとの診断結果となった場合は、再度受診等命令を発し、当該主治



医及び最初の受診等命令により診断を行った医師以外の専門医の診断を受けさせるな

ど、慎重に判断を行うこと。

(2) 受診等命令による医師の診断結果に基づき銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し等

を行った場合

生活保安課長は、受診等命令による医師の診断で、認知症と診断され、銃砲等又は

刀剣類の所持許可の取消し等を行った場合には、当該処分の結果について、別記様式

３に関係書類を添付の上、速やかに運転免許課長に通報すること。

この場合、当該処分を受けた者が免許を受けている場合には、当該診断結果に基づ

いて免許の取消し等を行うこと。

３ その他

(1) 臨時適性検査の結果又は診断書提出命令による医師の診断結果と受診等命令による

医師の診断結果が異なるものとなった場合の取扱い

臨時適性検査の結果又は診断書提出命令による医師の診断結果と受診等命令による

医師の診断結果が異なるものとなった場合であっても、一方で認知症と診断された以

上は、その診断結果に基づき取消し等の行政処分が行われることとなるため、他方に

おいても当該診断結果に基づき取消し等の行政処分を行う必要がある。

したがって、生活安全部門から、受診等命令による医師の診断で認知症と診断され、

銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し等を行った旨の通報を受けた場合に、当該者が

既に臨時適性検査を受け、又は診断書提出命令に従って診断書を提出し、その結果認

知症ではないと診断されていたとしても、受診等命令による医師の診断結果に基づき

免許の取消し等の行政処分を行うこと。

(2) 銃刀法上の認知機能検査の結果の取扱い

道交法上の認知機能検査等の結果を銃刀法上の認知機能検査の結果として利用する

ことができるとされている一方、銃刀法上の認知機能検査の結果を道交法上の認知機

能検査等の結果として利用することは認められていない。したがって、銃刀法上の認

知機能検査を受検した者であっても、運転免許証の有効期間の更新等のため必要があ

る場合には、別途道交法上の認知機能検査等を受けていなければならないことに留意

すること。

なお、道交法上の認知機能検査等の結果は、銃刀法上の認知機能検査の結果により

影響されるものではない。したがって、道交法上の認知機能検査等の結果が、基準該

当者となる「認知症のおそれがある者」であった者が、後日、銃刀法上の認知機能検

査で「認知症のおそれがない者」となったとしても、当該者は依然として基準該当者

であること等に留意すること。

担当 運転免許課高齢運転者等支援係

生活保安課営業・危険物係



別記様式１

銃砲等又は刀剣類関係事項照会書（認知機能検査等）

年 月 日

殿

□印

□ 銃砲 □ 所持許可申請者
次の □ クロスボウ に係る について、当該

□ 刀剣類 □ 所持許可更新申請者

申請に係る調査のため必要があるので、道路交通法（昭和35年法律第105号）
第97条の２第１項第３号イに規定する認知機能検査等の受検の有無を調査い
ただき、受検歴があれば、当該認知機能検査等の受検日及び検査結果につい
て回答願います。

申請者住所

申請者氏名

生 年 月 日

本件担当者 （警電番号 ）

銃砲等又は刀剣類関係事項回答書（認知機能検査等）

年 月 日

殿

□印

上記の照会について、以下のとおり回答します。

１ 受検歴なし

２ 受検歴あり

受 検 日 年 月 日

検査結果(※) □認知症のおそれがない
□認知症のおそれがある（ 点）

本件担当者 （警電番号 ）

※ 認知機能検査の受検日が令和４年５月12日以前の者の検査結果については、総合点が49点以上の場合は

「認知症のおそれがない」、49点未満の場合は「認知症のおそれがある」となることに留意すること。



別記様式１（記載例）

銃砲等又は刀剣類関係事項照会書（認知機能検査等）

令和 ●年 ●月 ●日

●●県警察本部交通部運転免許課長 殿

●●県●●警察署長 □印

□ 銃砲 □ 所持許可申請者
次の □ クロスボウ に係る について、当該

□ 刀剣類 □ 所持許可更新申請者

申請に係る調査のため必要があるので、道路交通法（昭和35年法律第105号）
第97条の２第１項第３号イに規定する認知機能検査等の受検の有無を調査い
ただき、受検歴があれば、当該認知機能検査等の受検日及び検査結果につい
て回答願います。

申請者住所 ●●県●●市●●町１－２－３

申請者氏名 交通 太郎
こう つう た ろう

生 年 月 日 昭和●●年●月●日

本件担当者 甲野 乙男 （警電番号●●●ー●●●）

銃砲等又は刀剣類関係事項回答書（認知機能検査等）

令和 ●年 ●月 ●日

●●県●●警察署長 殿

●●県警察本部交通部運転免許課長 □印

上記の照会について、以下のとおり回答します。

１ 受検歴なし

２ 受検歴あり

受 検 日 令和 ●年 ●月 ●日

検査結果(※) □認知症のおそれがない
□認知症のおそれがある（ 点）

本件担当者 免許 太郎 （警電番号 ●●●● ）

※ 認知機能検査の受検日が令和４年５月12日以前の者の検査結果については、総合点が49点以上の場合は

「認知症のおそれがない」、49点未満の場合は「認知症のおそれがある」となることに留意すること。



別記様式２

第 号

年 月 日

生 活 保 安 課 長 殿

運 転 免 許 課 長

運転免許取消しに係る通報について

みだしのことについて、下記の者が臨時適性検査の結果、認知症と診断され、運転免許

の取消しを行ったので、関係書類を添付の上、通報します。

記

本 籍

住 所

職 業

氏 名

生 年 月 日

免許証番号

取消年月日



別記様式３

第 号

年 月 日

運 転 免 許 課 長 殿

生 活 保 安 課 長

銃砲等又は刀剣類の所持許可取消し等に係る通報について

みだしのことについて、下記の者が受診等命令の結果、認知症と診断され、銃砲等又は

刀剣類の所持許可の取消し等の措置を行ったので、関係書類を添付の上、通報します。

記

本 籍

住 所

職 業

氏 名

生 年 月 日

許可証番号

取消年月日


